
金　　　額
（１割負担分）

１８９円/回

９円/１食

２４７円/日

医師が認知症の行動・症状により在宅生活が困難で、緊急に短期入所療養介護が必要と判断した場合
（７日を限度）

２０６円/日

利用者の状態や家族の事情等により、居宅サービス計画において計画的に行うことなっていない短期入所
療養介護を、緊急的に行った場合
（７日を限度、但し、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は１４日）

９３円/日

１２４円/日

１２４円/日

５３２円/日

厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、日常生活に支障をきたすおそれのある症状や行動が認められ
る認知症者に対しサービスを提供している場合

７８円/日

総合医学管理加算
治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、短期入所療養介護を行った場合（１０日を
限度）

２８３円/日

口腔連携強化加算
歯科医師または歯科衛生士との相談体制を確保した上で、利用者の口腔の健康状態の評価を実施し、利
用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し情報提供を行った場合

５２円/月

Ⅰ １０３円/月

Ⅱ １１円/月

　・我孫子市は、１単位の単価が１０．２７円になります。
　・介護保険負担金額につきましては、端数処理の関係で誤差が生じる場合がございます。

生産性向上推進体制加算
利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会の開
催や安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を行っている等、所定の要件を
満たす場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記の加算分につきましては、「単位数×７５／１０００×１０．２７円」の介護職員等処遇改善加算が追加されます。

自
費

理美容代 希望により、散髪等の理美容サービスを利用した場合
実費

その他の費用 テレビ・冷蔵庫利用料、利用料金の口座振替手数料　等

若年性認知症利用者に対して、個別の担当者を定めサービス提供した場合

重度療養管理加算　
要介護４または５であって、常時頻回の喀痰吸引を実施している等、厚生労働大臣が定める状態の者に対
して、医学的管理のもと短期入所療養介護を行った場合

緊急時施設療養費 救命救急医療が必要な状況において、緊急的な治療管理を実施した場合

認知症ケア加算

介
護
保
険
該
当
分

送迎加算（片道） 送迎を行った場合

療養食加算 医師の発行する食事箋に基づき、厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合

個別リハビリテーション実施加算 理学療法士等が個別でのリハビリテーションを行った場合

認知症行動・心理症状緊急対応

加算

緊急短期入所受入加算

若年性認知症利用者受入加算

介護老人保健施設クレオ

～介護保険負担割合が１割の場合～

その他、加算料金　（該当時に加算されます）

加　算　項　目 加　算　要　件


